
１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 　 ○ 有

2 社外取締役 ○ 　 ○ 有

3 社外取締役 ○ ○ 有

4 社外取締役 ○ ○ 有

5 社外取締役 ○ ○ 有

6 社外取締役 ○ ○ 有

7 社外取締役 ○ ○ 新任 有

8 社外取締役 ○ ○ 有

9 社外取締役 ○ ○ 新任 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

4

社外取締役／
社外監査役

独立役員氏名

本田　桂子

デイビッド・スナイダー

鈴木　みゆき

辻　幸一

上田　輝久

番号

本田桂子氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・日本支社に勤務の後、
世界銀行グループの機関である多数国間投資保証機関長官CEOを歴任し、この間培っ
た金融・経済に関する専門的な知見を有しております。加えて、サステナブル投資に
ついて大学院で教授するなど、サステナビリティの分野での豊富な経験を有しており
ます。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締
役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締
役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に
関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切
に遂行していただけるものと判断しております。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。

桑原聡子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有して
おります。加えて、経済産業省総合資源エネルギー調査会の委員を歴任する等、サス
テナビリティの分野での豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長
期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実
効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするもので
あります。
なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に
関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切
に遂行していただけるものと判断しております。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、現在、外苑法律事務所のパートナーを務めておられますが、同事務所
と当社との間に顧問契約、及び取引はありません。

野本弘文氏は、東京急行電鉄株式会社（現東急株式会社）代表取締役社長等を歴任
し、経営者としての高い識見を有し、サステナビリティ経営を積極的に推進しており
ます。加えて、不動産、生活サービス、IT・デジタルテクノロジー等の分野での豊富
な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る
観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただける
と判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、現在、東急株式会社の代表取締役会長を務めておられますが、同社と
当社グループとの間における2024年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業
務粗利益の1％未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。

マリ・エルカ・パンゲストゥ氏は、インドネシア国貿易相、観光・創造経済相、世界
銀行専務理事（開発経済総局等を担当）を歴任する等、金融・経済・公共政策に関す
る専門的な知見と、国際機関、政府での幅広い業務経験を活かしたグローバルな社会
課題への対応等、サステナビリティの分野での豊富な経験を有しております。当社の
持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決
定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選
任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に
関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切
に遂行していただけるものと判断しております。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
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コード株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306

定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため

桑原　聡子

野本　弘文

マリ・エルカ・パンゲストゥ

清水　博

該当状況についての説明（※４） 選任の理由（※５）

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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デイビッド・スナイダー氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やＭ＆Ａ分野に
おける専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値
の向上を図るため、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や監督機
能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いする
ものであります。
なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に
関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切
に遂行していただけるものと判断しております。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は過去に Simpson Thacher & Bartlett LLPのパートナーを務めておられまし
たが、2021年12月に同事務所を退職しており、退職後は同事務所の運営には関与し
ていないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。

鈴木みゆき氏は、シスコシステムズ合同会社代表執行役員社長等を歴任し、グローバ
ル企業の経営者としての高い識見を有し、サステナビリティ経営を積極的に推進して
きました。加えて、現在、SanDisk Corporation等の社外取締役に就任する等、IT・デ
ジタルテクノロジー及びサステナビリティ等の分野での豊富な経験を有しておりま
す。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役
会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役
としての選任をお願いするものであります。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。

辻幸一氏は、公認会計士としての豊富な経験と会計・監査に関する専門的な知見を有
しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、
当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、
社外取締役としての選任をお願いするものであります。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。

清水博氏は、日本生命保険相互会社取締役専務執行役員（資産運用部門統括、財務企
画部担当）、代表取締役社長等を歴任し、現在、同社代表取締役会長を務めており、
経営者としての高い識見を有し、サステナビリティ経営を積極的に推進しておりま
す。加えて、金融に関する専門的な知見、IT・デジタルテクノロジー等の分野での豊
富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図
る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけ
ると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、現在、日本生命保険相互会社の代表取締役会長を務めておられます
が、同社と当社グループとの間における2024年度の取引額は、同社経常収益及び当
社連結業務粗利益の1％未満であります。更に、同社は、当社の普通株式を保有して
おりますが、その持株比率は当年度において、当社の発行済株式総数の2％未満であ
ること等から、独立性に影響を与えるものではありません。

上田輝久氏は、株式会社島津製作所代表取締役 社長 CEO等を歴任し、現在は同社代
表取締役 会長を務めており、経営者としての高い識見を有し、サステナビリティ経
営を積極的に推進しております。加えて、世界各国の企業・研究機関の共同プロジェ
クトを主導する等のグローバル業務やIT・デジタルテクノロジーの分野での豊富な経
験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点
から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判
断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、現在、株式会社島津製作所の代表取締役 会長を務めておられます
が、同社と当社グループとの間における2024年度の取引額は、同社連結売上高及び
当社連結業務粗利益の1％未満であること等から、独立性に影響を与えるものではあ
りません。



４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

【社外取締役の独立性判断基準】
1．（1）当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）ではなく、かつ、その就任の前
　　　　10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
　　（2）その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがある
　　　　ものを除く。）にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
2．（1）当社若しくはその主要子会社（注1）を主要な取引先（注2）とする者又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者では
　　　　なかったこと
　　（2）当社若しくはその主要子会社の主要な取引先又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
3． コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者
　　ではなく、当社を主要な取引先（注3）とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと
4． 当社若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記2、3の要件に基づき当社からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内
　　の親族ではないこと
5． 当社の現在の主要株主（注4）又はその業務執行者ではないこと
6． 当社又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当社又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと
（注1）「主要子会社」：株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
（注2）「主要な取引先」：年間連結売上高（当社の場合年間連結業務粗利益）の2％以上を基準に判定
（注3）「主要な取引先」：年間売上高の2％以上を基準に判定
（注4）「主要株主」：総議決権の10%以上を保有する株主

※「役員の属性」の記載に関し、取引については、上記基準を満たす場合は軽微基準の範囲内として記載を省略します。


